
（案の１） 

 
 

実施要領 
 
 

１ 業 務 名 南区内道路除草その他業務（単価契約） 
 
２ 履行場所  南区内一円 
 
３ 委託期間  契約締結の日 から 令和 ９年３月３１日まで 
 
４ 入札に付する工種及び他の工種の契約単価の決定 
（１） 入札に付する工種は、業務の施工が標準的である１号工（設計書のう

ち工種・名称：１号工人力除草）とする。 
この１号工種を対象に、入札を実施し、落札者を決定する。 

 （２） 他の工種については、落札した１号工種の単価（消費税及び地方消

費税相当額を除く。）と設計金額（消費税及び地方消費税相当額を除

く。）の比率（小数第６位以下切捨て）を他の工種の設計金額に乗じ

て算出し（１円未満切捨て）、１００分の１０に相当する額（１銭未

満切捨て）を加算した金額をもって契約単価とする。 
     なお、区分は別紙契約書の区分単価表のとおりとする。 
 
５ 契約の締結 
  落札者と別紙契約書（案）のとおり契約を締結する。 
 
６ 契約保証金 
  予定総額（消費税及び地方消費税相当額を含む）の１００分の１０以上。 
  ただし、広島市契約規則第３１条第１号又は第３号に該当する場合は、免

除する。 
 
７ 設計書の数量について 
  設計書に記載している各工種の数量は見込数量であり、契約締結後の実施

数量を保証するものではない。 
 
 



 

積算参考資料 

 

（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参

考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の

条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。） 

提 示 項 目 提  示  事  項 

 

諸経費関係 

 

 

 

 

 

 

仮設関係 

 

 

 

処分量関係 

 

工種 施工地域・工事場所区分 その他補正 

道路維持工事 大都市 なし 

 

工事の全体数量に係る各経費率を算出するための、共通仮設費の率計上の金額

および現場管理費の金額は１円までとし、１円未満は切り捨てる。 

 

 

交通誘導警備員は「交通誘導警備員Ｂ（交替要員無）」を延べ１２人見込んで

いる。 

 

 

除草後の処分量算出は，０．５４２ｔ／１,０００㎡を見込んでいる。 

 

除草処分 の受入施設は、中区南吉島１丁目５−１の広島市環境局中工場へ搬出

するよう見込んでいるが、他の施設に搬出することを妨げるものではない。 

 

伐採木処分の受入施設は、廿日市市木材港北 9-11 の広島炭化工業（㈲）へ搬

出するよう見込んでいるが、他の施設に搬出することを妨げるものではない。 

 

竹処分の受入施設は、佐伯区五日市町石内 673-1 の㈱ゴールドフォレスト（樹

木リサイクルセンター）へ搬出するよう見込んでいるが、他の施設に搬出する

ことを妨げるものではない。 

 


